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福
岡
ｏ
大
宰
府
跡

所
在
地
　
　
　
福
岡
県
太
宰
府
市
大
宇
観
世
音
寺
宇
大
楠

・
字
不
丁

調
査
期
間
　
　
大
楠
地
区

（第
一
四
次
調
査
）

一
九
八
三
年

（昭
５８
）
一
一

月
ｔ

一
九
八
四
年

一
月
、
不
丁
地
区

（第
八
七
次
調
査
）
一

九
八
四
年

一
月
を
三
月
、

（第
九
〇
次
調
査
）
一
九
八
四
年

五
月
ぞ
七
月

発
掘
機
関
　
　
九
州
歴
史
資
料
館

調
査
担
当
者
　
代
表
　
石
松
好
雄

遺
跡
の
種
類
　
官
行
跡

遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
ｉ
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
筒
出
土
遺
構

の
概
要

一　

大
楠
地
区
（第

一
四
次
調

査
）

大
宰
府
史
跡
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
政

斬

庁
地
区

（都
府
楼
跡
）
の
前
面
は

欲

広
場
的
な
性
格
を
も
つ
空
閑
地

で
、
そ
れ
を
は
さ
ん
で
、
東
西

両
側
に
は
八
世
紀
前
半
か
ら
政
庁
関
連
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
便
宜
的
に
小
字
名
を
と
り
、
東
を
日
吉
地
区
官
衝
域
、
西
を
不
丁
地
区

官
衝
域
と
称
し
て
い
る
。

こ
の
調
査
地
は
不
丁
地
区
に
西
隣
し
、
蔵
司
地
区
の
南
方
に
当
た
る
。
去
る

昭
和
四
六
年
度
に
ト
レ
ン
チ
に
よ
る
部
分
的
な
調
査
を
実
施
し
て
い
た
が
、
太

宰
府
市
の
観
世
音
寺
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
と
も
な
い
、
昭
和
五
八
年
度

に
あ
ら
た
め
て
約
六
五
五
ド
に
つ
い
て
全
面
的
に
発
掘
調
査
を
行
い
、
こ
れ
も

第

一
四
次
調
査
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、　
一
部
の
遺
構
は
再
調
査
し
た
こ

と
に
な
る
が
、
主
要
な
遺
構
と
し
て
は
柵

一
条
、
溝

一
条
、
井
戸
三
基
な
ど
を

検
出
し
た
。
な
お
、
溝
が
調
査
区
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

木
簡
が
出
上
し
た
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
〇
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
の
南
方
約

一
〇

〇
ｍ
の
地
点
で
昭
和
五
六
年
度
に
実
施
し
た
第
七
六
次
調
査
で
も
検
出
し
て
い

た
が
、
両
調
査
区
に
お
け
る
溝
心
の
間
に
は
約
二
ｍ
の
ず
れ
が
あ
り
、
方
位
は

四
五
分
ほ
ど
東
に
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
政
庁
地
区
の
中
軸
線
も
若
千
な
が
ら

東
に
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
そ
れ
に
合
わ
せ
た
可
能
性
も
あ
る
。
溝
は
幅

一
三
を

一
六
ｍ
、
深
さ

一
・
四
ｔ

一
・
九
ｍ
で
、
必
ず
し
も

一
定
し
て
い
な
い

が
、
溝
心
は
政
庁
中
軸
線
か
ら
西
へ
約

一
九
二
ｍ
に
位
置
す
る
。
ま
た
不
丁
地

区
で
検
出
し
た
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
か
ら
は
西
へ
約
八
七
ｍ
の
位
置
に
あ
ヶ
、

こ
れ
ら
は
北
か
ら
の
排
水
路
で
あ
る
と
と
も
に
、
不
丁
地
区
官
衝
域
の
東
西
を

画
す
る
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。

出
土
遺
物
な
ど
か
ら
こ
の
溝
の
存
続
時
期
を
見
る
と
、
開
整
年
代
は
必
ず
し



も
特
定
で
き
な
い
が
、
遅
く
と
も
八
世
紀
後
半
代
に
は
確
実
に
存
在
し
、　
一
一

世
紀
後
半
頃
ま
で
存
続
し
た
よ
う
で
あ
る
。
墨
書
土
器
も
数
点
あ
り
、
須
恵
器

皿
の
底
部
に
書
か
れ
た

「
主
典
」
は
注
目
さ
れ
る
。

一
一　
不
丁
地
区

（第
八
七
。
九
〇
次
調
査
）

調
査
地
は
、
大
宰
府
政
庁
地
区

（都
府
楼
跡
）
と
は
県
道
を
は
さ
ん
で
そ
の
西

南
隅
に
接
し
、

「
不
丁
」
と
い
う
小
学
名
が
府
庁
に
音
通
す
る
の
で
、
以
前
か

ら
政
庁
関
連
施
設
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
た
地
区
で
あ
る
。
太
宰
府
市
の
観

世
音
寺
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
と
も
な
い
、
昭
和
五
七
年
度
の
第
八
三
次

調
査
か
ら
の
べ
八
次
に
わ
た
り
、
こ
の
地
区
の
西
半
部
の
約
六
〇
〇
〇
∬
に
つ

い
て
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
の
う
ち
、
第
八
五
次
調
査
ま
で
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
昨
年
度
の

『
木

簡
研
究
』
第
六
号
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
た
よ
う
に
、
多
荻
の
掘
立
柱
建

物
を
検
出
し
、
こ
の
地
区
を
便
宜
的
に
不
丁
地
区
官
行
域
と
名
づ
け
た
。

第
八
七

・
九
〇
次
調
査
区
は
第
八
三

・
八
四
次
調
査
区
の
北
側
に
接
し
、
区

画
整
理
事
業
と
の
関
係
か
ら
二
度
に
分
け
て
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
掘
立
柱

建
物
七
棟
を
は
じ
め
、
柵
三
条
、
溝
二
条
、
井
戸

一
基
な
ど
を
検
出
し
、
こ
の

地
区
の
掘
立
柱
建
物
は
合
計
二
七
棟
と
な
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
建
物
は
方
位

や
重
複
関
係
な
ど
か
ら
大
き
く
四
期
に
分
け
ら
れ
、
お
お
む
ね
八
世
紀
後
半
か

ら
九
世
紀
代
に
か
け
て
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

木
簡
は
す
べ
て
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
か
ら
出
上
し
た
が
、
こ
の
溝
は
政
庁

中
軸
線
か
ら
西
へ
約
七
二
ｍ
に
位
置
し
、
幅
は
六
ｍ
前
後
、
深
さ
は
一
ｍ
前
後

で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
さ
ら
に
北
へ
延
び
て
い
る
が
、
第
八
五
次
調
査
で
検
出

し
た
南
端
部
ま
で
総
延
長

一
三

一
・
五
ｍ
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
不
丁
地

区
官
行
域
の
東
限
を
画
す
る
も
の
で
、
出
土
遺
物
が
い
ず
れ
も
八
世
紀
前
半
代

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
溝
は
八
世
紀
前
半
代
に
開
藝
さ
れ
、
八
世
紀

中
葉
の
天
平
末
年
ご
ろ
に
は
埋
没
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
溝
か
ら
は
木
簡
の
ほ
か
に
多
種
多
様
な
遺
物
が
出
上
し
た
が
、
墨
書
土

器
に
は

「
勝
万
昌
」
「核
寺
」
「
卍
」
「政
所
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

こ
の
う
ち

「政
所
」
は
土
師
器
の
郭
の
外
底
部
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
政
所
が

大
宰
府
政
庁
の
所
司
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ら
の
初
見
史
料
は
長
暦
二
年

二
月
十
六
日
付
の

「大
宰
府
政
所
下
文
案
」
３
平
安
遺
文
』
五
七
五
号
）
と
言
わ

れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
時
代
的
に
か
な
り
さ
か
の
ば
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
昭
和
六
〇
年
度
末
に
第
八
四

・
八
五
次
調
査
区
に
は
さ
ま
れ
た
地
区

で
第
九
八
次
調
査
を
行
な
い
、
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
の
中
間
部
を
確
認
す
る
と
と
も

に
木
簡

一
二
点
を
検
出
し
た
が
、
こ
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
木
簡
を
含
め
て

現
在
整
理
検
討
中
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

８
　
木
筒
の
釈
文

・
内
容

一　
大
楠
地
区

（第
一
四
次
調
査
）

昭
和
四
六
年
度
に
五
点
、
昭
和
五
八
年
度
に
一
〇
点
が
出
上
し
た
が
、
こ
の

う
ち

一
二
点
は
〇
八

一
型
式
で
、
他
は
〇
三
二
型
式

一
点
と
〇
六

一
型
式
二
点

で
あ
る
。
文
字
を
見
る
と
、　
一
字
以
上
を
判
読
な
い
し
推
読
で
き
る
も
の
は
六

点
、
わ
ず
か
な
墨
痕
が
見
え
る
だ
け
の
も
の
が
五
点
、
そ
し
て
残
り
の
四
点
は
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形
状
か
ら
し
て
木
簡
な
い
し
そ
の
一
部
と
推
定
さ
れ
る
が
、
現
状
で
は
全
く
墨

痕
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
マ
マ
）
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（重
∀
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ヽ
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「
＜

□

日

□

回

同

国
十
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年

料
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ゃ
『
巽

〕
受
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ｏ
駕

０
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「□
□
□
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東
頼
器
頼
玲
玲
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名

日

回

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

月

□

　

□

□

□

□

□
□
□
□
□
□
　
回
　
　
」
］⇔や
×
（μΦ
）
×
∞　　〇∞
μ

俯
〕
　
・
己
心
己
心
己
心
己
心
己
心

忌
頓
首

０
　
・
□
　
上
日
日
□

・
□

　

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ョ
∀
含
）
ふ

寓
Ｐ

ω
は
人
名
と
考
え
ら
れ
、
第
四
字
は

「
刀
」
字
の
つ
も
り
で
あ

っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
西
海
道
に
お
け
る
日
置
部
に
関
し
て
は
、

『和
名
抄
』
に
肥

後
国
玉
名
郡
日
置
郷
、
藤
摩
国
日
置
郡
、
同
じ
く
薩
摩
郡
日
置
郷
な
ど
が
見
え

る
。
②
の

「十

一
年
」
の
上
の
文
字
は
年
号
で
あ
ろ
う
し
、
Ｓ
Ｄ
三
二
〇
の
時

期
か
ら
し
て
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
残
存
字
形

か
ら
推
せ
ば
、
延
暦
が
最
も
摩
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
不
鮮
明
な
た

め
断
定
は
で
き
な
い
。
①

。
①
は
習
書
で
あ
る
。
０
は
文
字
が
重
な
っ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
二
度
の
異
な
っ
た
機
会
に
墨
書
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
一　
不
丁
地
区

（第
八
七
・
九
〇
次
調
査
）

両
次
調
査
で
は
合
計
九
八
点
の
木
筒
を
検
出
し
、
第
九
八
次
調
査
の
一
二
点

を
含
め
る
と
、
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
か
ら
は
総
計

一
七
二
点
を
検
出
し
た
こ
と
に
な

る
。
九
八
点
を
型
体
的
に
分
類
す
れ
ば
、
〇

一
一
型
式
が
二
点
、
〇

一
九
型
式

が
三
点
、
〇
三
二
型
式
が

一
五
点
、
〇
三
三
型
式
が
二
点
、
〇
三
九
型
式
が
二

一
点
、
〇
八

一
型
式
が
四
八
点
、
〇
九

一
型
式
が
七
点
と
な
る
。
〇
三
九
型
式

や
〇
八

一
型
式
が
全
体
の
約
七
割
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
い
わ

ゆ
る
付
札
類
が
四
割
近
く
を
占
め
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
に
墨
書
さ
れ
た
文
字
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も

一
字
以
上
を
判
読
な
い
し
推
読
で
き
る
も
の
が
五

一
点
、
文
字
の
か
な
り
の
部

。佃
髄
徹鰯
嗣鰯
嗣嗣
鰯鰯
脚
剛

頓
頓
頓
頓
頓
　
□
□
浄
浄
浄

（や
〇卜
）
Ｘ
（∞
Ｎ
）
Ｘ
卜
　　
〇
∞
Ｐ

馬
□
五
　
九
斤
二
両
一

回

烏
賊

日
□

□〔大
ヵ
〕

。
日
□
　
　
荒
□
七
□

〔鎌
ヵ
〕

一分
四
□
』

（Φ⇔
）
Ｘ
（中
〇
）
×
∞　
　
〇∞
Ｈ



分
は
残
っ
て
い
る
が
、
損
傷‐
な
ど
の
た
め
具
体
的
な
文
字
を
想
定
で
き
な
い
も

の
が
一
七
点
、
わ
ず
か
な
墨
痕
が
見
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
が
一
七
点
ギ
墨
痕
ほ

見
ら
れ
な
い
カミ
、
形
状
な
ど
か
ら
木
簡
な
い
し
そ
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
も
の

が
一
三
点
、
と
い
う
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
釈
文
を
か
か
げ
よ
う
。

①
　
・
コ
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回
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形
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＜
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×
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日
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＋

＋
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。□榊
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ｏ
□
月
十
六
日
　
　
□

醜
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マロ
回

日

　

　

□

十
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大
『回
□
』

ｘ
両
一
一分
一
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醒
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更
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�
誹
↓
瑚
□
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十
瑚
礫

日
回
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回
∃
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□
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日
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並
月
八
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仕
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□
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＋
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「＜
糟
屋
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合
志
郡
紫
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大
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四
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十
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志
回
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合
志
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①
　
　
×
毛
郡
三
斤
八
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（轟
）
恙
マ
”
昌

以
上
、
出
土
木
簡
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
釈
文
を
か
か
げ
た
。
個
々

に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
点
が
少
な
く
は
な
い
が
、
紙
幅
と
の
関
係
も
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
全
体
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

前
回
報
告
し
た
木
簡
で
は
、
紫
車
関
係
の
も
の
が
大
き
な
特
徴
の
一
つ
を
な

し
て
い
た
が
、
今
回
も
そ
れ
が
目
立
ち
、
間
接
的
な
も
の
も
合
め
る
と
、
関
係

木
簡
の
合
計
は
一
五
点
と
な
り
、
内
容
的
に
も
い
く
つ
か
の
新
知
見
を
得
た
。

ま
ず
そ
の
貢
納
郡
は
、
筑
前
国
の
糟
屋

。
岡
賀

Ｑ
退
賓
▼

加
床
の
三
郡
に
加

え
て
、
筑
前
国
恰
土
郡
、
肥
後
国
の
合
志

・
山
鹿

・
託
床
の
三
郡
、
そ
し
て
豊

後
国
海
部
郡
の
計
五
郡
が
判
明
し
た
。
豊
後
国
は
す
で
に
そ
の
正
税
帳
か
ら
知

ら
れ
て
い
た
が
、
紫
草
が
か
な
り
広
範
な
地
域
か
ら
貢
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
書
式
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
が
、
働
だ
け
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

紫
草
の
性
格
が
他
と
異
な
る
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
紫
革
を
数
え
る
単
位
と
し
て
、
①
な
ど
の
根
と
と
も
に
、
⑭
で

は
編
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
⑭
か
ら
は
一
〇
根
を

一
編
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
整
理
録
管
用
の
付
札
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
つ
の
単
位
が
同

時
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
使
い
分
け
る
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

資
料
不
足
は
否
定
で
き
な
い
が
、
①
な
ど
で
は
単
に
紫
草
と
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
働
で
は
紫
草
大
根
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
多
く
の
国
郡
名
な
い
し
地
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
と
し

て
指
摘
で
き
る
。
そ
の
中
に
は
習
書
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

西
海
道
九
国
の
う
ち
日
向
国
を
除
く
八
国
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
多
く

は
付
札
類
で
あ
り
、
大
宰
府
に
お
け
る
管
内
諸
国
島
か
ら
の
物
資
の
集
積
状
況

の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
大
宰
府
の
機
能
や
性
格
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
こ
と
さ

ら
特
記
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
諸
国
島
に
対
す
る
総

管
機
能
の
一
端
を
示
す
物
証
が
得
ら
れ
た
点
は
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
か
で

も
、
養
老
四
年
ま
で
在
地
の
抵
抗
が
続
い
た
薩
摩

。
大
隅
両
国
関
係
の
も
の
が

見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
し
、
両
国
に
対
す
る
律
令
制
支
配
の
浸
透
を
考

え
る
上
で
も

一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
⑬
と
⑮
、

⑭
と
前
回
報
告
し
た
岡
賀

・
遠
賀
な
ど
は
郡
名
表
記
の
変
遷
を
考
え
る
場
合
の

事
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
特
筆
さ
れ
る
の
は
９
と
①
で
あ
る
。
現
在
地
比
定
は
容
易
で
な
い

し
、
具
体
的
な
内
容
な
ど
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
南
島
人
が
も
た
ら

し
た
何
ら
か
の

「
方
物
」
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
律
令
国
家
と
南
島
と
の
交
渉
、
あ
る
い
は
南
島
人

の
来
貢
の
あ
り
方
な
ど
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う

９
　
関
係
文
献

九
州
歴
史
資
料
館

『
大
宰
府
史
跡
―
昭
和
五
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
』

（
一

九
八
五
年
）

同

『
大
宰
府
史
跡
出
土
木
簡
概
報
０
』
盆

九
八
五
年
）

（倉
住
靖
彦
）

文
字
資
料
で
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー

去
る
七
月
二
四
日
を
二
六
日
、
第

一
四
回
古
代
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
が

栃
木
県
鹿
沼
市
で
開
か
れ
た
。
そ
の
中
で

「
在
地
社
会
と
文
字
資
料
―
東

国
を
中
心
と
し
て
―
」
と
題
し
て
、
関
東
地
方
の
文
字
瓦

・
墨
書
土
器

・

漆
紙
文
書

・
木
簡
を
題
材
と
し
た
報
告
が
九
本
準
備
さ
れ
、
レ
ジ

ュ
メ
集

が
作
ら
れ
た
。

|

|

|

1

‐―邁

『
平
城
宮
木
簡
　
四
』
の
刊
行

平
城
宮
跡
出
土
木
筒
の
正
報
告
書
と
し
て
の
第
四
集
が
刊
行
さ
れ
た
。

対
象
と
な
る
の
は
昭
和
四

一
年
に
官
の
東
南
隅
で
実
施
さ
れ
た
第
三
二
次

補
足
調
査
で
出
上
し
た
木
簡
で
あ
る
。
同
調
査
で
は
官
の
南
を
限
る
大
垣

の
北
を
流
れ
る
東
西
濤
か
ら

一
万
三
千
点
を
こ
え
る
大
量
の
木
簡
が
出
土

し
た
。
削
居
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
と
は
い
え
、
式
部
省
で
行
わ
れ
る
考

課

・
選
叙
の
関
係
木
簡
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
す
で
に

『
平
城

官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
①
の
中
に
釈
文
の
一
部
が
略
報
告
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
正
報
告
書
に
あ
た
る
。
同
調
査
の
一
万
三
千
点
余
の
木
筒

を

一
冊
で
ま
と
め
る
こ
と
は
困
難
な
た
め
、
三
分
冊
に
分
け
て
刊
行
す
る

こ
と
と
な
り
、
『
平
城
宮
木
簡

四
』
は
そ
の
第

一
分
冊
で
あ
る
。
約
二
千

五
百
点
の
木
筒
の
写
真
図
版
と
別
冊
の

「
解
説
」

よ
り
な
り
、
「解
説
」

に
は
遺
構
の
概
要

・
考
選
木
簡
の
分
析

・
釈
文
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
発
行

（
コ
ロ
タ
イ
プ

図
版

一
二
〇
枚
　
解
説

Ａ
五
版

・
本
文

四

一
四

頁
　
一
九
八
六
年
三
月
刊
　
頒
価
二
五
、
○
○
○
円
、
〒

一
、
五

〇
〇
円
　
解
説
の
み
三
、
六
〇
〇
円
、
〒
四
〇
〇
円
）

奈
良
市
橋
本
町
三
六
番
地
　
い
明
新
印
刷




